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は じ め に 
 

県民の皆さまには、平素から赤十字事業の推進に深いご理解と温かいご支援を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

新型コロナウイルスの感染が確認されてから３年目に入りました。日赤では、全国の赤十字病院を中心に

感染者の受け入れ、感染拡大防止のために全力を尽くしておりますが、このような困難な状況の中、支部・

施設が工夫を凝らして、赤十字の活動を行っています。 

一方で、近年の頻発化・激甚化・広域化する災害に対して三重県では、救護体制の充実・強化や血液事

業の事業継続が喫緊の課題となっています。災害対応力の強化を図るため、三重県支部社屋と三重県血

液センターの移転整備を津市中勢北部サイエンスシティ内で進めることとしており、三重県における赤十字

活動の新しい拠点が令和５年度末に誕生する予定です。 
 

三重県支部の事業におきましては、災害救護体制の強化に取り組むとともに引き続き新型コロナウイルス

感染症への対策をとりながら、救急法等の各種講習会をはじめ、赤十字ボランティア活動、国際活動に取り

組んでまいります。 

また、令和４年に青少年赤十字は創設 100 周年を迎えることから、絵画コンクールやイベントなどを通して、

命の大切さや思いやり、協力し合うことの大切さについて体験できるような事業を展開し、これを契機に加盟

校の拡大や活動の増強を図ります。 

これらの活動の財源は、皆さまからお寄せいただく活動資金により支えられております。赤十字運動の理

念と活動の普及に努め、一人でも多くの方々からご支援をいただきますよう取組を進めてまいります。 
  

医療事業につきましては、伊勢赤十字病院が新築移転してから 10 年が経過しました。「地域医療を守る」

という思いのもと、県南地域の基幹病院として高度急性期・急性期医療の提供に取り組んでいます。 

新型コロナウイルス感染症への対応では、発生初期から専用外来・専用病棟を整備し診療にあたってい

るほか、地元自治体が行う地域住民に対するワクチン接種事業についても病院一丸となって協力していま

す。今後も、自治体等と連携し、対応にあたっていきます。 

また、令和３年９月より三重県下初となるMPU（精神科身体合併症病棟）を開設いたしました。近年増加傾

向にある「精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者」を専門的に受け入れ、心身両面にわたり治療を行ってま

いります。 

さらに、令和４年２月には、新たに「がんゲノム医療連携病院」としての指定を受けたことから、県南地域に

住むがん患者さんに、より最適な治療を提案してまいります。 

平成 12年から運営している老人保健施設については、地域医療構想において期待されている高度急性

期・急性期病院としての機能の明確化をはかるため事業譲渡を検討します。 

そのほか、救急医療や災害医療など、これまで果たしてきた機能も維持し、今後も赤十字病院として質の

高い医療の提供に尽力してまいります。 
 

血液事業につきましては、広域事業運営体制に移行して 10 年目を迎えました。三重県赤十字血液セン

ターは、東海北陸ブロック血液センターと連携し県内の医療機関に安心で安全な血液製剤を供給できるよう

に、また定時配送やWeb受注の推進を行い 365日 24時間体制による安定的な供給に努めています。  

献血者確保におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応に取り組む中で、県・各市町・協力団体

との連携に加え、予約献血を推進することで献血会場の密状態を避ける等の新しい生活様式に沿った献血

推進を進めることで献血者を順調に受け入れることができました。 

今後も三重県内をはじめ、東海北陸ブロックにおける広域的な需給運営体制のもと、県・市町及び献血協

力団体等と連携して、血液の安定供給を図るための取組に努めてまいります。 
 

これからも「人道」を基本理念とし、各関係機関との連携強化を図り、創意と情熱を持って、職員一丸となり

効果的な事業の展開に努めてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 
日本赤十字社三重県支部 支部長 一見 勝之 
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日本赤十字社 長期ビジョン 

目指す姿と長期戦略 ～創立 150年に向けて～ 
 

姿姿  

国内外における人道支援活動の“要”となり、 

わが国の地域医療・血液事業の中核を担う赤十字 

 

 

長長 期期 戦戦 略略 

－ 事 業 戦 略 － 

災害や紛争時における支援の充実とレジリエンスの強化 

超少子高齢社会における地域の健康・安全な生活の追求 

多様化が進む社会における人道の輪の拡大 

 

－ 運動基盤強化戦略 － 

会員の赤十字運動への参画促進 

奉仕団等ボランティア主体の活動の拡充 

国際赤十字との更なる協働 

 
 
 
この長期ビジョンを道標として、私たち一人ひとりが自らの発想と意思を持

って活動に取組み、どのような状況にあっても「人間のいのちと健康、尊厳が守

られる」世界を目指してまいります。 

日本赤十字社三重県支部、伊勢赤十字病院、三重県赤十字血液センタ－は、

今後も広く県民の皆さまに赤十字活動の周知を図るとともに、赤十字としての

使命を果たすためにチャレンジを続けてまいります。 

目指す姿 

長期戦略 
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１．国内災害救護 ～地震、台風、水害等 災害で苦しむ人々のために～ 
めざす姿 

 災害が頻発化・激甚化・広域化するなか、災害からいのちを守り、被災した人々の苦痛を軽減す

るため、災害対応能力の更なる強化が図られています。 

 また、資機材の整備や、救援物資の備蓄を行うなど、災害発生時に救護体制の充実・強化が図ら

れています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 今後発災が予測される南海トラフ地震や首都直下地震等において、日赤には災害から命を守

り、被災した人々の苦痛を軽減する役割があります。そのため、日赤では、医療救護班等を常

備し、災害医療に必要な知識・技術の向上や防災関係機関との連携強化など、医療救護班等の

災害対応力の向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日赤には、災害時に効果的・効率的に関係機関との連携及び救護班の活動調整等を実施するこ

とを目的として、日赤災害医療コーディネートチームが登録されています。県内では、日赤災

害医療コーディネートチームが３チーム編成され災害に備えています。頻発化・激甚化・広域

化する災害に対応するため、日赤本社が主催する研修会へ要員を派遣し、災害医療コーディネ

ート力の向上とコーディネートチームの増強を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 大規模災害に対して、被災支部へ全国からの赤十字救護班の調整や支援、対策本部機能の維持

等を行うため、災害対応拠点の整備が課題となっています。 

（令和３年７月１日からの大雨：熱海市） （避難所での検温・消毒：熱海市） 

（救護班ミーティングの様子：埼玉県） （令和 3年 8月大雨災害：佐賀県） 
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  このような課題に対して、日本赤十字社では「日本赤十字社支部災害対策本部等標準体制要項」

を制定し、被災支部が設置する災害対策本部機能、業務及び体制が標準化され、全国のどこで

災害が発生しても、被災支部では混乱なく災害救護活動が実施できることとされました。 

  三重県支部では、現在入居している施設のハード面において、施設の老朽化に加え、施設の機

能や規模が不十分な状況であるため、三重県支部機能と災害救護支援センターの機能を強化し

た社屋の整備が必要となっています。 

また、平時には、三重県や地区・分区と連携し、地域コミュニティの自助・共助を高めるため、

県民を対象とした防災・減災教育の研修、情報発信を行うため、新たな社屋整備が必要となっ

ています。 

   

〇 取組内容 〇 

１．医療救護班等の編成状況 

 災害発生時に、直ちに被災地に派遣できる医療救護班や、DMAT（災害派遣医療チーム）を常備し

ます。また、医療救護班を効果的・効率的に関係機関と連携して活動調整等を行うため、日赤災害

医療コーディネートチームを編成します。 

（１）医療救護班 

常備救護班を伊勢赤十字病院に８個班、三重県赤十字血液センターに１個班を編成し、訓練・

研修を重ねて災害の発生に備えます。 

医
療
救
護
班 

施   設 編成数 編成内訳 

伊勢赤十字病院 8個班 

医師   １名 

看護師長 １名 

看護師  ２名 

主事   ２名 三重県赤十字血液センター 1個班 

CoT※1日赤災害医療コーディネートチーム 伊勢赤十字病院に３チーム 

dERU※2（国内型緊急対応ユニット） 
救護班 2 班と助産師・薬剤師

を加えた 14名で１チーム 

 

DMAT※3（災害派遣医療チーム） 伊勢赤十字病院に５チーム 

 
※1 CoT・・ 災害時の関係機関との連携及び救護班の活動調整を実施することを目的に平成 25年から各支部に設置。 

被災地の保健医療ニーズを把握し、救護班の活動等に関して、医療の専門的観点から災害対策本部などの 
調整を担う。 

※2 dERU・・（Domestic Emergency Response Unit の略 ） 
仮設診療所設備とそれを運ぶトラックと訓練された救護員、そしてそれらを円滑に運用するためのシス 
テムの総称。（全国に 17ユニット） 
（配備地：本社、北海道、岩手、宮城、東京、千葉、長野、静岡、愛知、三重、大阪、兵庫、和歌山、 
     広島、香川、高知、福岡） 

※3 DMAT・・（Disaster Medical Assistance Team の略） 
災害の急性期（概ね 48時間以内）に活動できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チー 
ムのことで、広域搬送、病院支援、現場活動等を主な活動とします。 
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２．救護員の育成（研修・救護訓練） 

 災害時に医療救護活動が迅速かつ円滑に行えるように、訓練や研修を実施します。 

（１）研修会の実施、参加 

①全国赤十字救護研修会 

②日赤災害医療コーディネート研修会 

③原子力災害対応基礎研修会 

④こころのケア指導者養成研修会 

⑤救護班要員登録者研修会 

⑥救護班主事研修会 

⑦救護班要員研修会 

⑧赤十字救急法救急員養成研修会 

⑨こころのケア研修会 

 

（２）訓練の実施、参加 

①日本赤十字社第３ブロック支部合同災害救護訓練 

②三重県総合防災訓練 

③市町防災訓練 

④公的防災関係機関主催の訓練 

⑤三重県図上訓練 

⑥伊勢赤十字病院大規模災害救護訓練 

 

 

 

 

 

 

（ｄERU: Domestic Emergency Response Unit） （dERU用トラック） 

（仮設救護所の設置訓練：伊勢市） 

 

（日赤第 3ブロック支部合同災害救護訓練：伊勢市） （オンラインで 8県支部をつないで救護訓練：伊勢市） 
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３．災害拠点の整備と防災機関等との連携強化 

（１）支部の災害対策本部機能と役割・機能を備えた災害救護支援センターの整備 

  大規模災害に被災した時、全国から集結する救護班、災害医療コーディネートチームの活動拠 

点として、三重県支部の災害対策本部の機能と救護班要員の一時休憩、資機材の補充等の災害救

護支援センター機能を有する社屋を令和５年度を目標に整備を図ります。 

また、平時には防災情報の発信や防災・減災教育の研修社屋として、防災関係機関と地域住民

と共に協働できる社屋として活用することを目指します。 

 

（２）防災関係機関の訪問 

三重県及び県下全市町防災担当課、防災関係機関等を２か年で計画的に訪問し、相互の連携を

深めるとともに、新たに整備する施設の活用の連携を図ります。 

 

４．救護資機材の整備 

災害時における救護活動を強化するため、資機材の整備を計画的に進めます。 

 

（１）救援物資の備蓄と配分 

毛布、緊急セット、安眠セットの救援物資の整備を計画的に進めます。 

 

（２）災害救護用自動車の配備 

地区・分区に災害救護用自動車の配備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（安眠セット） 

（災害救護用自動車・ワンボックスタイプ） 

（毛布） （緊急セット） 

（災害救護用自動車・軽ワンボックスタイプ） 
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５．防災教育の普及 

 過去の災害から学んだ知識や教育を、地域の防災・減災として広めていくため、奉仕団を含む地

域住民を対象に、「赤十字防災セミナー」を開催し、オンラインも活用し地域における防災対応の

向上を図ります。 

（１）赤十字防災セミナーのカリキュラム 

 

（２）赤十字防災セミナー指導者の養成 

「赤十字防災セミナー」の普及促進のため、「赤十字防災セミナー指導者養成研修会」に赤十

字ボランティアや職員を派遣し、地域防災の担い手を養成します。 

 

６．義援金の受付と配分 

 災害発生には、被災された方々への見舞金である災害義援金の受付を行います。 

受け付けた義援金は、第３機関である義援金配分委員会から、都道府県、市町を通じて全額が被

災者に配分されます。 

 

７．臨時救護看護師の派遣 

 地区分区が主催するイベントに臨時救護所を開設し、看護師を派遣して応急処置の救護を行いま

す。 
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２．国際活動 ～世界で苦しむ人々のために 

めざす姿 

 世界各地で発生する紛争被害者や災害被害者に対し、緊急救援から復興支援、開発協力支援まで、

切れ目のない継続的な支援と、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に即した国際支援が、赤十字の一

員として行われています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 世界各地において、自然災害の頻発化、激甚化や紛争による犠牲者、難民、避難民の増加が懸

念されるなか、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、国際的な人道支援にも支障が

懸念されています。そのため、資金援助だけでなく、人材の養成を図る必要必要があります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．緊急援助・復興支援・開発協力への支援 

赤十字の国際活動は、赤十字国際委員会及び国際赤十字・赤新月社連盟の調整のもと世界的なネ

ットワークにより行われており、日本赤十字社もその一員として国際活動に参加し、途上国等に資

金援助や人的支援を実施します。 

（１）資金援助 

①アジア・大洋州給水・衛生支援事業 

 ②レバノン・シリア難民等水衛生管理支援 

 ③東アフリカ地域３か国地域保健強化事業 

  （ルワンダ・ブルンジ・ウガンダ共和国） 

 ④NHK海外たすけあいキャンペーン 

 

（２）国際人道法の理解・促進 

「国際人道法普及セミナー」に職員を派遣し、国際人道法の関する知識を習得させ、県民に国

際人道法への理解を促進するため、積極的に啓発活動を行う人材の養成を図ります。 

（国際赤十字・赤新月社連盟との打合わせ） （衛生物資や毛布を手にする子供：シリア） 

（子どもたちと手洗いをする日赤職員：ルワンダ） 

（病気を防ぐため、手洗い指導をする職員） 
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３．医療事業・保健社会活動 

めざす姿 

 伊勢赤十字病院は、「人道」に基づき人々の生命と健康を守ることを目的とし、平時には質の高い

医療サービスの提供を、災害時には医療救護活動に加え地域災害拠点病院としての活動を通して、そ

の役割を果たしています。また、市町の実施する保健衛生活動への協力を行い、幅広く社会に貢献し

ています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 伊勢赤十字病院は、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院（高度型）、救命救急セン

ター、地域周産期母子医療センター、地域災害拠点病院等の指定を受けています。令和 3 年

度には県下初の精神科身体合併症病棟の開設や、がんゲノム医療連携病院の指定を受けるな

ど、南勢地域の基幹病院として大きな役割を果たしています。今後も地域に必要とされる病

院として存続し続けるため、健全な病院運営を心掛けるとともに、病院機能の強化を更に推

進する必要があります。また、感染拡大が続いている新型コロナウイルス感染症に対しては、

地域の人々が安心して受診できるよう感染防止策を徹底していく必要があります。 

 

■ 労働集約型産業である医療においては、医療従事者への過度の負担が問題視されており、厚

生労働省も「医療従事者の働き方改革」を推進しています。伊勢赤十字病院においても「働き

方改革」を促進し、職員が心身ともに快適に勤務できる職場環境づくりに取り組む必要があ

ります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．健全な病院運営 

地域の基幹病院として存続し続けるために、健全な病院運営を行います。また次の数値目標を掲

げ、実現に向けて以下の取組を強化します。 

 

項目 令令和和 44年年度度数数値値目目標標  令和 3年度(見込) 令和 2年度(実績) 

［［入入    院院］］      

  新入院患者数 1166,,444400  人人  16,560 人 15,957 人 

  入院患者延数 118899,,006600  人人  181,702 人 179,036 人 

  平均在院日数 1111..55  日日  10.5 日 11.2 日 

  病床稼働率 8800..11  ％％  76.9 ％ 81.5 ％ 

  入院診療単価※ 9900,,332288  円円  90,319 円 88,753 円 
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項目 令令和和 44年年度度数数値値目目標標  令和 3年度(見込) 令和 2年度(実績) 

［［外外    来来］］      

  外来患者延数 223388,,114400  人人  245,484 人 236,925 人 

外来診療単価 2277,,550000  円円  27,197 円 25,762 円 

 

［［収収益益的的収収入入］］  

    

病 院 収 益 2255,,114455,,777766千千円円  26,223,911千円 25,076,575千円 

(再掲)医業収益 2244,,114411,,220055千千円円  23,582,503千円 22,410,936千円 

(再掲)医業外収益 552277,,229955千千円円  2,164,167千円 2,180,435千円 

(再掲)その他収益 447777,,227766千千円円  477,241千円 485,204千円 

   ※入院診療単価は在院患者延数にて算出 

 

（１）地域医療 

少子高齢化等の社会情勢を背景に、平成 29 年３月三重県地域医療構想が策定され、伊勢赤十

字病院には高度急性期・急性期の機能を担うことが期待されています。その役割を果たすべく、

今後も地域医療機関からの紹介患者の受け入れ、高度で先進的な医療の提供、急性期を脱した患

者の速やかな逆紹介を通して、円滑な地域医療連携に貢献します。 

  

（２）がん医療 

近年、高齢化に伴いがん患者が増加しています。伊勢赤十字病院では、各診療科が連携を密に

とり、外科治療・化学療法・放射線治療を組み合わせた集学的な診療を行っています。令和 3年

度には、緩和ケアセンターの整備を行ったこと、同一医療圏における診療実績が最も優れている

ことが評価され、『地域がん診療連携拠点病院（高度型）』の指定を受けています。 

また、近年ではゲノム（遺伝情報）解析技術が進み、個々のがん患者に応じた「より効果が高

く、副作用も少ない薬物治療の実施」が可能となる『がんゲノム医療（がん遺伝子パネル検査に

基づくゲノム医療）』が普及してきています。がん遺伝子パネル検査は、厚生労働省が指定した

医療機関のみが実施可能であり、伊勢赤十字病院は令和４年２月１日に、がんゲノム医療連携病

院として指定を受けました。今後は、県南地域に住むがん患者の治療の選択肢を増やし、より最

適な治療の提案と提供ができるものと考えます。 

 

（３）救急医療 

県南で唯一の救命救急センターとして、診察室３室・処置ベッド８床・リカバリーベッド６床

を備えた救急外来と、救命病棟（30床）を有しております。心疾患・脳疾患・周産期・小児疾患
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等の各分野において専門性の高い救急医療を 24 時間 365 日提供できる体制を構築しており、伊

勢志摩区域はもとより県南部の救急医療における最後の砦として、その役割を果たします。 

  

   

 

 

（４）災害医療 

地域災害拠点病院として、災害時の医療救護活動を迅速に展開できるよう、大規模災害や局

地災害における多数傷病者の受入れ、病院機能維持等を目的とした訓練・研修を実施し、関係機

関との連携強化に向けて取り組みます。 

   

 

 

（５）精神疾患 

近年、精神症状を伴う急性期の身体疾患患者が増加傾向にあることから、伊勢赤十字病院では、

三重県内初となる MPU（精神科身体合併症病棟：９床）を令和３年９月より開設しました。身体

・精神それぞれに対する治療を同時に提供することが可能であり、身体科と精神科の医師だけで

なく、看護師、薬剤師、精神保健福祉士等が協働して診療にあたり、患者の社会復帰に向けた支

援に取り組みます。 

また、一般病棟においても、精神科リエゾンチームが適宜介入できる体制を整えており、複雑

な心理状態にある入院中の患者に対して専門性を活かしたチーム医療を行います。 

（基地病院としてのドクターヘリ運航事業） （断らない救急の継続） 

（感染対策を実施しての処置） （情報の収集及び発信を行う指揮本部） 
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（６）介護事業 

伊勢赤十字病院は、介護保健法が施行された平成 12 年から伊勢赤十字老人保健施設虹の苑を

運営してきました。一方、平成 29 年度に策定された三重県地域医療構想においては、伊勢赤十

字病院は全県的な見地から高度急性期・急性期機能を担うことが期待されています。地域に相応

しいバランスのとれた医療機能の分化・連携に寄与するため急性期医療に注力することとし、老

人保健施設については、より専門的・効率的な運用ができる事業者への譲渡を検討していくこと

とします。 

 

（７）新型コロナウイルス感染拡大に対する取組み 

  伊勢赤十字病院では、発生初期より感染対策を徹底し診療にあたっています。外来診療では、

一般患者と動線を隔てた専用の診察室を設置し、感染が疑われるとして開業医等から紹介された

患者の診察や、保健所からの PCR検査依頼に対応しています。入院医療においては、専用病棟を

設置し、三重県からの入院受入要請に対応しています。また、地元自治体が実施するワクチン接

種事業にあっては、伊勢赤十字病院を会場として提供するだけでなく、各自治体が設置した接種

会場への医療スタッフの派遣も行っています。現在も新型株の発生が続いており、未だ感染収束

の目途が立たない状況ですが、地域の人々が安心して生活できるよう、行政と協議・連携しなが

ら医療活動を展開します。 

 

２．労働環境の整備 

職員にも選ばれる病院として、職員が心身ともに快適に勤務できる職場環境づくりを目指しま

す。これまでも、医師の当直明け勤務状況モニタリングの結果を活用した早期帰宅の促進や、勤怠

管理システムによる労務管理の適正化、労働環境改善に資する委員会の活動を通して、より働きや

すい職場環境づくりを推進してきました。三重県からは「女性が働きやすい医療機関」としての認

証も受けています。 

また、国が推進する「働き方改革」においても、令和６年４月から医師の勤務時間上限規制が設

（MPU スタッフステーション） （MPU に整備された保護室） 
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けられるなど、医療従事者の労働時間短縮に向けた取組を進めるよう各医療機関に求めています。

伊勢赤十字病院では、医師、看護師、薬剤師、医療技師、事務職員など、他職種間でのタスクシェ

ア・タスクシフトを推進し、医療従事者の負担軽減を図ります。 

 

 

   

 

 

（「女性が働きやすい医療機関」認証書） （働き方改革） 
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４．赤十字看護師の養成 ～医療の担い手を育てるために～ 

めざす姿 

 災害救護活動や国際救援活動などに従事できる幅広い能力と、赤十字の理念である人道を具体的な

活動として実践できる、豊かな人間性を備えた看護師が養成されています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 超少子高齢社会において、地域の災害対応や保健、医療、福祉等の分野で重要な役割を担うこ

とができる看護師は、社会からも大きな期待が寄せられる存在となっています。 

三重県内における赤十字看護師の養成は、伊勢市の山田赤十字看護専門学校を中心に行われ

てきましたが平成 18年に閉校した後、その役割は、平成 16年に開学した愛知県豊田市の日本

赤十字豊田看護大学に引き継がれています。 

三重県支部では、県内高校生の同大学への進学を促進するため、赤十字特別推薦選抜制度とし

て三重県支部長推薦枠を設けて赤十字看護師の養成を図ってきましたが、同大学への進学希

望者の確保については、県内外の看護系大学や看護専門学校との競合もあり、厳しい状況にお

かれています。そのため、赤十字が目指す看護師像や同大学の魅力を積極的に PRし、資質の

高い学生の確保に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

〇 取組内容 〇 

１．赤十字看護師養成のための修学支援 

日本赤十字社の保健・医療・福祉事業や災害等における救護活動を担える優秀な人材を、安定的

に確保し、卒業後は伊勢赤十字病院で活躍できる赤十字看護師の確保に努めます。 

（１）修学支援 

 ①日本赤十字豊田看護大学赤十字特別推薦選抜 

 ②日本赤十字社三重県支部日本赤十字豊田看護大学奨学金制度 

２．特別推薦選抜入学での養成者数 

令和４年４月時点の卒業者総数 令和４年度 養成者数 

47名 
１年生 

５名（予定） 

２年生 

１名 

３年生 

３名 

４年生 

３名 

（日本赤十字豊田看護大学） （基礎看護技術Ⅲ） 
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５．血液事業 

めざす姿 

 三重県赤十字血液センターは、採血事業者及び製造販売業者として関係法令等を遵守し、国、地方

公共団体及び医療関係者とともに、血液事業の安全性の向上や安定供給の確保に務め、血液製剤の適

正使用を推進し、公正かつ透明な実施体制の確保に取り組み県民の健康増進に貢献しています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 血液製剤の安定供給 

血液製剤については、医療機関からの要請に応じ 365日、24時間供給できる体制を整え、日

本赤十字社東海北陸ブロック血液センターと調整を図りながら供給しています。安心で安定

的な供給を実現するため、医療機関のニーズや血液需要を的確に把握する必要があります。

また、医療機関からの緊急配送の要請に迅速に対応するため、医療機関の協力のもと不定期

な随時配送を減少させることで定時配送率の向上を図り、また Web による発注を推進し効率

的な供給体制を整備していきます。 

 

■ 新しい生活様式における計画的な献血者の確保 

コロナ禍であっても輸血医療はこれまでと変わらず必要であることから、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に対する取り組みとして、新しい生活様式に沿った献血者の確保を

行っております。職員及び献血者に手指消毒やマスク着用など感染予防策を実施し、献血の

受入れを実施しています。また、献血者には献血会場での「密集」、「密接」を避けるため

予約献血を推奨しており、Web予約が可能となる複数回献血クラブ「ラブラッド」の新規会

員登録を推進しています。「ラブラッド」会員による予約献血により、計画的な献血者の確

保が可能となることから、更なる新規会員の確保と予約献血を重点的に推進してまいりま

す。 

 

■ 事業継続のための災害対応力の向上 

現在のセンターの立地では、災害時の事業継続が極めて困難となる事態が予想されているこ

とから、移転に向けて準備を進めているところです。令和４年度においては、災害時の事業

継続が可能であり、また機能的で長寿命な建物の建設を目指し設計等、準備を進めます。 

 

〇 取組内容 〇 

１．血液製剤の安定供給 

 医療機関からの血液製剤の供給依頼に対応するため、日本赤十字社東海北陸ブロック血液セン 

ターと需給調整を行い、血液製剤を適切に保管・管理し安定供給に努めます。 
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員登録を推進しています。「ラブラッド」会員による予約献血により、計画的な献血者の確

保が可能となることから、更なる新規会員の確保と予約献血を重点的に推進してまいりま

す。 

 

■ 事業継続のための災害対応力の向上 

現在のセンターの立地では、災害時の事業継続が極めて困難となる事態が予想されているこ

とから、移転に向けて準備を進めているところです。令和４年度においては、災害時の事業

継続が可能であり、また機能的で長寿命な建物の建設を目指し設計等、準備を進めます。 

 

〇 取組内容 〇 

１．血液製剤の安定供給 

 医療機関からの血液製剤の供給依頼に対応するため、日本赤十字社東海北陸ブロック血液セン 

ターと需給調整を行い、血液製剤を適切に保管・管理し安定供給に努めます。 
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（移動採血車） 

 

（１）令和４年度 輸血用血液製剤供給計画 

 

（２）効率的で安定的な供給体制の整備 

 ・医療機関に対し定時出発による配送便の協力を依頼 

 ・Web発注システムの利用の推進 

 ・主要医療機関での手術予定及び血液内科での輸血予定の把握 

 ・三重県輸血療法委員会との連携 

 

２．計画的な献血者の確保 

 県内で必要な血液は県内の献血で確保するという方針のもと、東

海北陸ブロック内（７県）の需給計画に基づく採血計画を策定し、

県内３か所（津、四日市、伊勢）の献血ルーム及び県内各企業や団

体等に出張する献血バスによる献血の受入れを実施します。 

 若年層の献血については、少子化の進行により将来の献血可能人

口の減少が予測されることから、国の献血推進計画等を踏まえ、若

年層を対象とした推進活動を強化します。 

 

（１）令和４年度 採血計画 

区 分 
令和４年度 

計画 

令和３年度 

計画比 

令和３年度 

計画 

令和３年度 

見込み 

全血採血 
200ｍL 150人 100.0%    150人    629人 

400ｍL 35,850人 103.7% 34,550人 35,228人 

成分採血 
血漿 17,210人  98.7% 17,440人 19,879人 

血小板 8,230人 103.4% 7,960人 8,920人 

計 61,440人  102.2% 60,100人 64,656人 

 

 

区 分 
令和４年度 

計画 

令和３年度 

計画比 

令和３年度 

計画 

令和３年度 

見込み 

赤血球製剤 62,200単位 103.5% 60,100単位 62,942単位 

血漿製剤 21,000単位  90.1% 23,300単位 17,203単位 

血小板製剤 91,700単位  96.6% 94,900単位 92,170単位 

計 174,900単位   98.1% 178,300単位 172,315単位 

（献血運搬車） 
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（献血セミナー） 

（学生ボランティアによる呼びかけ） 

（２）若年層献血者の確保 

 ・高校生など若年者向け献血セミナーの実施 

 ・学域献血の実施 

 ・献血可能年齢以下層への献血啓発 

 ・学生ボランティアの育成 

 ・LINE@や Twitterなど SNSを利用した広報活動の実施 

 

（３）複数回献血のお願いと予約献血の推進 

 ・献血 Web会員サービス「ラブラッド」への入会促進 

 ・「ラブラッド」を利用した予約献血依頼の強化 

 ・複数回献血キャンペーンの実施 

 

（４）行政及び協力団体との連携 

 ・愛の血液助け合い運動等キャンペーンの実施 

 ・県・市町・民間団体（ライオンズクラブ等）と連携した 

  啓発活動の実施 

・地元企業とタイアップした 

「ふるさと企業献血応援キャンペーン」の実施 

 

３．新型コロナウイルス感染症に対する取り組み 

新型コロナウイルス感染症は発生から２年以上経過した現時点でも、変異株の出現等により収束

が見込まれない状況にあり、コロナ禍による企業活動の休止や縮小、各イベントの中止に伴い移動

採血の会場確保が難しい状況にあるため、県を含めた行政機関や協力団体との連携を強化していき

ます。また、献血会場の安全性確保を中心に必要な対策を講じ、職員間や献血会場における「新し

い生活様式に則したウイルス感染の拡大防止に取り組むとともに、衛生管理等の徹底に引き続き努

めます。 

 

４．事業継続のための災害対応力の向上 

 現在の血液センターの立地場所では巨大地震による損壊、津波、液状化の被害や豪雨災害による

水害が回避できない可能性が高く、災害時の事業継続が極めて困難なことから、災害対応力の向上

のため、施設移転は喫緊の課題でありました。 

 令和３年度において、移転用地の取得が完了したことから、令和５年度中の竣工に向け、令和４

年度は建物の設計及び着工を取り進めてまいります。 
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（１）移転先 

  三重県津市あのつ台４丁目８番５ 

  ※中勢北部サイエンスシティ内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の予定 

令和４年度 建物設計、工事施工 

令和５年度 竣工、開設、事業開始 
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６．救急法等の講習 ～とっさの手当ができる人を一人でも増やしていくために～ 

めざす姿 

 感染症対応を踏まえた上で、赤十字の使命である「人のいのちと健康、尊厳を守る」ために、救急

法等の講習を通じて、広く地域住民に救命・健康・安全意識に関する知識・技術の普及が図られてい

ます。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 救急法等の講習は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、一定期間、講習等の開催を延

期又は中止し、その後、受講者の安全を図りながら講習を再開しました。 

  感染症等の流行時においても集合型に限らず、各講習の受講者が安心して受講できる環境を整

えるべく、ICTを活用した事業運営の試行・検証について積極的に取り組む必要があります。 

 

■ 資格取得を伴う救急員養成講習が、２年間実施できなかったため、講習受講者が救急法の技術

を競う「救急法競技大会」も対象となる参加者が無く２年間中止となりました。 

救急法救急員養成講習等の資格取得講習を早期に実施し、救急員等の有資格者の増加を図る必

要があります。 

 

■ 新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、全国的に地域包括ケア活動が縮小傾向になりまし

た。行政や社会福祉協議会等と連携した地域づくりの仕組みの中での講習普及の推進を目指

し、行政や社協、地域包括ケアを推進団体との連携を強化する必要があります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．講習の実施  

受講者や指導員等の安全の確保と感染防止を徹底し、「救急法」等の各種講習会を実施します。 

（１）講習の普及計画 

 救急法 健康生活支援 幼児安全法 水上安全法 計 

一般普及講習 600名 60名 60名 30名 750名 

短期講習 9,000名 2,000名 2,000名 1,500名 14,500名 

計 9,600名 2,060名 2,060名 1,530名 15,250名 
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６．救急法等の講習 ～とっさの手当ができる人を一人でも増やしていくために～ 

めざす姿 

 感染症対応を踏まえた上で、赤十字の使命である「人のいのちと健康、尊厳を守る」ために、救急

法等の講習を通じて、広く地域住民に救命・健康・安全意識に関する知識・技術の普及が図られてい

ます。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 救急法等の講習は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、一定期間、講習等の開催を延

期又は中止し、その後、受講者の安全を図りながら講習を再開しました。 

  感染症等の流行時においても集合型に限らず、各講習の受講者が安心して受講できる環境を整

えるべく、ICTを活用した事業運営の試行・検証について積極的に取り組む必要があります。 

 

■ 資格取得を伴う救急員養成講習が、２年間実施できなかったため、講習受講者が救急法の技術

を競う「救急法競技大会」も対象となる参加者が無く２年間中止となりました。 

救急法救急員養成講習等の資格取得講習を早期に実施し、救急員等の有資格者の増加を図る必

要があります。 

 

■ 新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、全国的に地域包括ケア活動が縮小傾向になりまし

た。行政や社会福祉協議会等と連携した地域づくりの仕組みの中での講習普及の推進を目指

し、行政や社協、地域包括ケアを推進団体との連携を強化する必要があります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．講習の実施  

受講者や指導員等の安全の確保と感染防止を徹底し、「救急法」等の各種講習会を実施します。 

（１）講習の普及計画 

 救急法 健康生活支援 幼児安全法 水上安全法 計 

一般普及講習 600名 60名 60名 30名 750名 

短期講習 9,000名 2,000名 2,000名 1,500名 14,500名 

計 9,600名 2,060名 2,060名 1,530名 15,250名 
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（２）オンラインを活用した講習 

各講習の受講者が、安心して受講できる環境を整えるため、e-ラーニング等、対面だけではな

く、オンラインを活用した講習の取り組みを行います。 

 

 

（３）感染対策をした講習 

  ①手作り講習人形を使用して、親子で幼児安全法講習の開催 

②感染対策を徹底し、訓練人形を専用で一人１体を使用した講習の開催   

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指導員のスキルアップ研修 

救急法等の各種講習指導員を対象に、日々進化する知識・技術を習得するため、講習指導員の

スキルアップ研修会を開催します。 

 

２．自助・互助のしくみが根付いた地域づくりへの貢献 

（１）災害救護支援センターを活用した講習 

  社屋は、災害時には災害対応の拠点となるが、一方、平時には県民、市民にも開かれた社屋と

して活用することを目指します。 

  県民、企業、団体等が参加する赤十字講習会の普及を通じ、救急法、水上安全法等、人の命と 

健康を守るための技術、知識の伝達を行う研修機能を整備します。 

 

（２）地域包括ケア関係機関の訪問 

三重県及び県下全市町地域包括ケア担当課、機関等を２か年で計画的に訪問し、各機関の活動

状況を把握するとともに、地域づくりの仕組みの中で、「健康生活支援講習」の普及を図ります。 

 

 

（親子で幼児安全法：三重県） （距離を保ち、講習用人形一人一体：広島県） 

https://www.tokyo.jrc.or.jp/application/webcross
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３．講習指導講師の養成 

  各種講習を継続的に普及するため、指導員を養成する講師の養成を行います。 

 

４．救急法競技大会の開催 

  救急員養成講習を実施し、受講者を増やし安全知識を高めるとともに、技術向上をめざし、令

和６年度を目標に開催を再開します。 
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７．青少年赤十字活動 ～自ら「気づき、考え、実行する」人を育てるために～ 

めざす姿 

 児童・生徒が赤十字の精神に基づき、「いのちと健康」を大切に、地域社会や世界のために

「奉仕」し、世界の人びととの「友好親善」の精神を育成することを目的として、さまざま

な活動を学校教育の中で育成されています。 

 さらに、青少年赤十字の活動内容をより充実させていくため赤十字の人道教育の知見と意欲を備

えた指導者の養成や資質の向上、さらに青少年赤十字メンバーのリーダー養成が図られています。 

 また、未来の担い手となる子供たちに「生きる力」を身につけさせ、近い将来発生が懸念される

大規模災害に備えた防災教育を推進するとともに、教育現場のニーズに即した教育支援が行われて

います。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 青少年赤十字は、1922年（大正 11年）滋賀県の守山尋常高等小学校（現在の守山市立守山小

学校）から全国に広がり、社会に貢献できる子供たちを育成するために誕生し、2022年（令和

４年）には、100 周年を迎えます。三重県においても、1926 年（大正 15 年）から青少年赤十

字活動が展開されています。 

近年の三重県における青少年赤十字加盟校の登録状況は、すべての校種を合わせると全体で

400校・園前後で推移しています。令和４年度は、青少年赤十字創設 100周年を契機として、

青少年赤十字加盟登録の拡大とメンバーの増強を図る必要があります。 

令和３年度青少年赤十字

加盟登録の状況 

幼稚園 

保育園 
小学校 

中学校 

義務教育学校 

高等学校 

特別支援学校 
計 

登録校・園数（校・園） 70 236 85 ９ 400 

メンバー数（人） 4,195 49,261 22,876 200 76,532 

指導者数（人） 408 2,436 1,636 29 4,509 

 

■ 教育現場や社会環境の変化さらには新型コロナウイルス感染症の影響により、青少年赤十字の

指導者である教員の方々の多忙化が進んでいる状況にあります。そのため、青少年赤十字の精

神を教育現場に取り入れることの意義について、理解を深めていくこととともに賛助奉仕団や

赤十字奉仕団などの地域ボランティアとの連携・協力を進める必要があります。 

 

■ 青少年赤十字の活動内容をより充実させていくためは、赤十字の人道教育の知見と意欲を備え

た指導者の養成や資質の向上が求められています。そこで、研修会等を開催し、指導者の養成

と資質の向上のための取り組みを強化する必要があります。 
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■ マグニチュード８～９クラスの地震が 30年以内に発生する確率が 70～80％と発表されている

南海トラフ地震など大規模災害から人々のいのちを守るために、教育現場と連携した防災教育

の推進について、強化を図る必要があります。 

 

■ 三重県支部では、施設の老朽化と災害時の拠点確保のために、社屋の整備が検討されています。

新たに整備された社屋を拠点として青少年赤十字の活動メニューの作成や若年層献血を推進

する血液センターとの連携、さらに三重県青少年赤十字賛助奉仕団や地域赤十字奉仕団などの

地域ボランティアとの連携や協力など新しい社屋の活用方法について検討を進める必要があ

ります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．青少年赤十字の普及と青少年赤十字加盟登録の拡大 

青少年赤十字活動は、「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」を実践目標として、「気づき」

「考え」「実行する」を態度目標に、青少年赤十字の普及と青少年赤十字加盟登録の拡大に努め取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターの開催 

（２）青少年赤十字加盟校への活動助成と未加盟校への普及活動の推進 

（３）青少年赤十字出前授業の実施 

（４）三重県青少年赤十字新聞の発行 

（５）国際交流会の開催 

（６）中学生の活動交流会の開催 

（７）青少年赤十字創設 100周年事業「青少年赤十字まつり」の開催 

（８）青少年赤十字活動資金（一円玉募金）の募集 

（９）使用済み切手・中古本等の収集 

（10）手洗いチェッカー貸出事業の実施 

（11）「ペタッと SDGs新聞学習ふせん」配付事業の実施 

（リーダーシップ・チャレンジ研修会北部校：アイスブレイキング） （南部校：炊き出し訓練） 
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２．教育現場に選ばれる青少年赤十字活動の普及 

（１）県内の教育機関との連携 

県内の教育機関との連携を図り、教育現場に取り入れることの有益性の高いメニューを検討し

ます。 

 

（２）赤十字奉仕団との連携 

赤十字奉仕団に対し、青少年赤十字加盟登録校・園や活動の周知を図り、赤十字奉仕団と加盟 

校・園との連携した取り組みを支援します。 

 

（３）参加しやすい体制づくり 

青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターの開催形態を、青少年赤十字指導者と

協議検討します。 

 

３．青少年赤十字指導者の育成及び資質向上 

 青少年赤十字指導者の育成及び資質向上のために、研修会等を開催するとともに、指導者の確保

に努めます。 

（１）三重県青少年赤十字指導者養成研修会の開催 

（２）青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター指導者養成講習会への参加 

（３）指導主事対象青少年赤十字研究会への参加 

  ※（２）（３）については、青少年赤十字創設 100周年記念行事実施のため休止 

 

４．防災教育の強化 

 南海トラフ地震など大規模災害から人々のいのちを守るために、教育現場と連携した青少年赤十

字出前授業を開催し、防災教育の強化に努めます。 

（１）青少年赤十字防災教育プログラムの実施 

『ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん！』、『まもるいのち ひろめるぼうさい』の再周

（出前授業：「SDGsって何？」） （防災教育プログラム） 
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知と様々な事業での活用をします。 

 

（２）防災教育の実施 

幼稚園・保育園用『ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん！』、小学校・中学校・高等学

校用『まもるいのち ひろめるぼうさい』を活用した防災教育を実施します。 

 

（３）非常食炊き出し実習の実施 

 

５．青少年赤十字創設 100周年事業「青少年赤十字まつり」の開催 

地域奉仕団・賛助奉仕団やさまざまな団体と連携して、例年開催している「青少年赤十字のつど 

い」を拡大し、小・中・高校生に青少年赤十字活動を周知するとともに、加盟校の増加を図る取り

組みを実施します。 

 

６．三重県支部社屋の移転整備を契機としての取り組み 

（１）社屋の活用 

新たな社屋を利用した青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター等のメニューを

青少年赤十字指導者と検討します。 

 

（２）血液センターとの連携強化 

若年層献血の推進と青少年赤十字活動の充実を図るため、血液センターとの連携強化を検討し

ます。 

 

（３）赤十字奉仕団との連携 

三重県青少年赤十字賛助奉仕団や地域赤十字奉仕団などの団体と連携して、青少年赤十字活動

の推進を図る取り組みを検討します。 



24 
 

知と様々な事業での活用をします。 

 

（２）防災教育の実施 

幼稚園・保育園用『ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん！』、小学校・中学校・高等学

校用『まもるいのち ひろめるぼうさい』を活用した防災教育を実施します。 

 

（３）非常食炊き出し実習の実施 

 

５．青少年赤十字創設 100周年事業「青少年赤十字まつり」の開催 

地域奉仕団・賛助奉仕団やさまざまな団体と連携して、例年開催している「青少年赤十字のつど 

い」を拡大し、小・中・高校生に青少年赤十字活動を周知するとともに、加盟校の増加を図る取り

組みを実施します。 

 

６．三重県支部社屋の移転整備を契機としての取り組み 

（１）社屋の活用 

新たな社屋を利用した青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター等のメニューを

青少年赤十字指導者と検討します。 

 

（２）血液センターとの連携強化 

若年層献血の推進と青少年赤十字活動の充実を図るため、血液センターとの連携強化を検討し

ます。 

 

（３）赤十字奉仕団との連携 

三重県青少年赤十字賛助奉仕団や地域赤十字奉仕団などの団体と連携して、青少年赤十字活動

の推進を図る取り組みを検討します。 

25 
 

７．令和４年度主な会議・研修等計画について 

 

区分 事業名 開催場所 予定時期 参加者 

全 

国 

青少年赤十字ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ指導者

養成講習会 
 休止  

青少年赤十字創設 100周年ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ 
本社 

（WEB） 
５月 

青少年赤十

字関係者 

青少年赤十字全国指導者協議会総会・研修会 本社 ６月 会長 

青少年赤十字創設 100 周年記念国際交流事業

（海外メンバー支部研修） 
受入支部 10月～11月 

海外・国内

メンバー 

青少年赤十字創設 100 周年記念国際交流事業

（国際交流集会） 

国立オリン

ピック記念

センター 

10月～11月 
高校生 

指導者 

指導主事対象青少年赤十字研究会  休止  

青少年赤十字スタディー・センター 
山中湖村 

東照館 

３月 

（４泊５日） 
高校生 

ブ ロ

ック 

青少年赤十字指導者協議会長及び支部担当者

研究会 
愛知県 ６月 

会長 

支部担当者 

支 

 

部 

三重県青少年赤十字指導者協議会役員会 支部 ５・２月 役員 

三重県青少年赤十字高等学校連絡協議会・顧

問会議 
支部 ４・９・２月 

高校生 

指導者 

三重県青少年赤十字指導者養成研修会 県内 ６月 指導者 

三重県青少年赤十字ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ

「小学校」「中学校」「高等学校」 
県内 

８月 

（２泊３日） 

小・中・ 

高校生 

指導者 

三重県青少年赤十字中学校連絡協議会 県内 未定 
中学生 

指導者 

青少年赤十字創設 100周年記念事業 

「青少年赤十字まつり」 
県内 10月～11月 

高校生 

指導者 

関係団体 
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８．赤十字ボランティア（奉仕団）活動～心と心の通う地域社会を実現するために～ 

めざす姿 

地域に根ざした赤十字ボランティア（奉仕団）が、継続できる体制を確立するとともに、主体的

に赤十字事業に参画しています。また、それぞれのボランティアが世代や分野を超えて連携し、地

域課題の解決に向けて活動しています。 

さらに、支部指導講師におけるボランティアの立場から中心的な指導者との位置付けを確立し、

活動の場を広げ、ボランティア活動の調整やボランティア向け研修会の実施が行われています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 人口減少や社会経済の環境が変化する中で、地域コミュニティ（自治会、町内会等）の弱体化

が懸念されています。また、赤十字ボランティア（奉仕団）活動においても、団員の高齢化や

減少などの要因により、組織の弱体化が懸念される状況にあります。そのため、奉仕団活動が

継続できる体制を確立する必要があります。 

 

■ 三重県支部では、施設の老朽化と災害時の拠点確保のために、社屋の整備が検討されています。

そこで、社屋整備を契機として、災害時の赤十字奉仕団の活動に関心が高まっていることから、

事業の再構築と奉仕団の研修体制について、検討する必要があります。 

日赤三重県支部奉仕団組織状況 

（令和 3年 9月 30日現在） 

団  員  数（人） 

男 女 計 

地域奉仕団 

１1         市  141 1,437 1,578 

５         町 85 1,285 1,370 

小         計 226 2,722 2,948 

青年奉仕団 
三 重 青 年 赤 十 字 奉 仕 団 5 19 24 

小        計 5 19 24 

特殊奉仕団 

（専門技術をもった 

ボランティア） 

日赤三重県支部点訳奉仕団 23 153 176 

日 赤 三 重 無 線 奉 仕 団 47 5 52 

三 重 県 赤 十 字 安 全 奉 仕 団 42 68 110 

三重県赤十字たすけあい奉仕団 9 13 22 

三重県赤十字てのひら奉仕団 2 41 43 

伊 勢 赤 十 字 病 院 奉 仕 団 0 132 132 

日赤三重県支部救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 54 49 103 

三重県青少年赤十字賛助奉仕団 16 6 22 

小        計 193 467 660 

合             計 424 3,208 3,632 
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■ 令和２年度以降、菰野町や桑名市に地域奉仕団が誕生し、各市町に結成される地域奉仕団は 29

市町のうち 16 市町となりました。地域に根差した赤十字活動のさらなる推進のため、県内に

おける地域奉仕団の組織率の向上及び活性化を図る必要があります。 

 

 

■ 赤十字ボランティア（奉仕団）は、地域奉仕団・青年奉仕団・特殊奉仕団から成り立っており、

各奉仕団の活動は、多種多様となっています。各奉仕団の活動状況を把握するとともに広報媒

体で広く周知し、主体的な活動が継続できるよう支援の強化を図る必要がります。 

 

■ 奉仕団等のボランティアの指導と研修などの指導スタッフとしての役割を担う支部指導講師

の確保を図るとともに、ボランティアの立場から中心的な指導者との位置付けを確立する必要

があります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．奉仕団の体制強化 

（１）地域との連携 

既存の地域奉仕団については、団員の高齢化や減少などの要因により、組織の弱体化が懸念さ

れています。それぞれの地域課題の解決に向けた奉仕団活動の支援を行います。また、奉仕団の

ない市町については、各地区分区と連携を図り新たな奉仕団づくりと組織率の向上に努めます。 

 

（２）奉仕団員の確保 

  奉仕団員の確保については、各団の状況を把握し、地区分区と情報共有するとともに、仕組み

づくりを検討します。 

 

（３）奉仕団活動の周知 

広報誌やマスメディア、SNS等により、各奉仕団の活動を広く周知し、組織力を生かした奉仕

団主体の地域活動の強化に努めます。 

（桑名市地域奉仕団結成式） 
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２．三重県支部社屋の移転整備を契機としての取り組み 

（１）新たな社屋を利用した奉仕団活動メニューを検討します。 

（２）奉仕団の研修体制の充実を図るため、研修体制や内容について検討します。 

 

３．奉仕団活動の活性化 

（１）活躍の場の拡大 

広く一般に対して魅力的でやりがいのあるボランティア活動を創出し、奉仕団の活躍の場の拡

大を図ります。そのために、地域ニーズを把握し、それに合わせた赤十字活動の普及・会員増強

活動・講習普及等を行うことにより、各地域コミュニティにおける自助・共助の仕組みづくりの

一端を担います。 

 

 

 

（２）災害への備え 

近年、激甚化、頻発化しする自然災害等に備えるため、赤十字防災セミナーや炊き出し訓練等

を実施し、地域での防災活動の力を高めます。 

 

 

（３）情報共有体制の強化 

奉仕団同士が活動状況や優良事例等を共有し、職員が奉仕団をサポートするための体制・機能

の強化に資するため、奉仕団の活動状況の把握・分析ができる仕組みづくりに着手します。 

 

（医療用エプロンの作製） （地域での感染予防のための啓発活動） 

（炊き出し訓練） （非常通信訓練への参加） 
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４．奉仕団活動への支援 

（１）地区・分区との連携 

各地域での奉仕団活動がスムーズに行われるよう、地区・分区、関係団体と奉仕団相互の交流

・連携を支援します。 

 

（２）研修体制の強化 

奉仕団の資質向上を図るため、各種研修体制・内容を見直し充実させるとともに、本社及びブ

ロック開催の研修会等への参加を支援します。その一環として、支部指導講師の強化を図り、奉

仕団研修会での活動に向けた仕組みづくりに着手します。 

また、地域社会の担い手である各奉仕団員に対して、赤十字各講習会の受講を促進し、各地域

における主体的な活動に繋げるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）資機材の配備 

各奉仕団の主体的な活動を支援するため、活動助成金の交付や資機材を配備します。 

 

５．支部指導講師の育成 

奉仕団等のボランティアの指導と研修などの指導スタッフとしての役割を担う支部指導講師は、

赤十字に対する深い理解と優れた知識・技術・経験を有するスタッフの確保が不可欠であり、赤十

字ボランティアとして豊富な経験を有している者や、指導的な立場にあった者等の中から委嘱して

います。委嘱していた指導講師の世代交代により、新たな指導講師の確保とボランティアの立場か

ら中心的な指導者としての位置づけを確立します。 

（手洗いチェッカーを使用した手指衛生講習の実施及び普及活動） 
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６．令和４年度主な会議・研修等計画について 

区分 行事名 開催場所 時 期 

本社 

赤十字ボランティア・リーダー研修会 
国立オリンピック

記念センター 
８月 

赤十字奉仕団中央委員会 本 社 ５月 

全国青少年赤十字賛助奉仕団協議会総会 本 社 ７月 

赤十字奉仕団支部指導講師研修会 本 社 ２月 

YABC研修 本 社 ３月 

ブロック 

青年赤十字奉仕団代表者及び支部担当者会議 長野県 ６月 

青少年赤十字賛助奉仕団連絡協議会 静岡県 ６月 

赤十字奉仕団委員長並びに担当者会議 静岡県 ９月 

支部 

地域奉仕団連絡協議会 支 部 ６月 

赤十字奉仕団三重県支部委員会 支 部 ７月 

赤十字奉仕団幹部研修会 津 市 12月 

赤十字防災セミナー 各地域 随時 

他県 HIV/AIDSピアリーダー研修会 京都府内 未定 

 



30 
 

６．令和４年度主な会議・研修等計画について 

区分 行事名 開催場所 時 期 

本社 

赤十字ボランティア・リーダー研修会 
国立オリンピック

記念センター 
８月 

赤十字奉仕団中央委員会 本 社 ５月 

全国青少年赤十字賛助奉仕団協議会総会 本 社 ７月 

赤十字奉仕団支部指導講師研修会 本 社 ２月 

YABC研修 本 社 ３月 

ブロック 

青年赤十字奉仕団代表者及び支部担当者会議 長野県 ６月 

青少年赤十字賛助奉仕団連絡協議会 静岡県 ６月 

赤十字奉仕団委員長並びに担当者会議 静岡県 ９月 

支部 

地域奉仕団連絡協議会 支 部 ６月 

赤十字奉仕団三重県支部委員会 支 部 ７月 

赤十字奉仕団幹部研修会 津 市 12月 

赤十字防災セミナー 各地域 随時 

他県 HIV/AIDSピアリーダー研修会 京都府内 未定 

 

31 
 

９．赤十字会員の増強と活動資金の募集～赤十字運動基盤の強化のために～ 

めざす姿 

 赤十字活動を今後も継続的に展開していくためには、赤十字会員の増強と活動資金の安定確保を

図っていくことが極めて重要です。近年、地区分区扱いの活動資金は、人口減少や自治会未加入世

帯の増加等により減少傾向にあります。このため、引き続き地区分区扱いの活動資金の維持・増強

が図られているとともに、環境の変化に応じた多様な活動資金確保への取り組みが推進されていま

す。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 毎年５月を「赤十字運動月間」として全国一斉に会員増強運動を展開しています。本年度も、

地区・分区をはじめ、自治会、町内会、赤十字奉仕団、有功会等関係者のご協力を得ながら、

会員制度の普及と会員募集に積極的に取り組んでまいります。その会員募集の枠組みを第一と

していますが、活動資金募集額は減少傾向にあります。そのため、赤十字会員の普及を図る必

要があります。 

 

■ 地域コミュニティ（自治会、町内会等）は、人口減少に加えて、人々の意識や生活スタイルの

変化も重なり、自治会加入率の低下や近所付き合いの希薄化が進み、コミュニティ組織の衰退

が懸念されています。そのため、地区・分区との協力体制の推進及び連携を強化し、地区分区

扱いの活動資金の維持・増強を図る必要があります。 

 

■ 赤十字事業を積極的に展開していくためには、活動資金の安定確保が不可欠ですが、活動資金

募集額は逓減傾向にあります。そのため、新たな活動資金の募集を検討する必要があります。 

 

■ 令和４年度における活動資金の目標額は、2億 8,200万円と設定し、目標額の確保に努めます。

その確保のためには、地区・分区をはじめ、自治会、町内会、赤十字奉仕団、有功会等関係者

のご協力を得るとともに、さらなる赤十字運動の推進を図る必要があります。 

 

■ 近年、財産を寄付することへの関心が高まっています。そこで、日本赤十字社では、このよう

な尊い思いに応えるために、「遺贈・相続財産寄付」の受付を承っております。そこで、「遺

贈・相続財産寄付」の専門家（税理士・弁護士・司法書士・行政書士・金融機関等）との連携

を強化するとともに、広報展開をする必要があります。 

 

■ 一般から募集する活動資金は、人口減少等に伴い逓減傾向にあります。また、活動資金総額に

占める法人分の割合は、全国中央値 12.8％（令和２年度実績）に対し、6.4％に留まっていま
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す。そのため、赤十字運動に理解を示す企業・団体と連携し、会員の増強を図る必要がありま

す。 

 

■ 日本赤十字社の有功章※を授与された個人及び法人の有志の方々により、赤十字活動を財政的

に支援する目的で組織された有功会と連携し、有功会員の増強と活動の活性化を図る必要があ

ります。 

 
※有功章・・赤十字活動資金に対して、多額のご協力をいただいた個人及び法人を顕彰するための表彰制度 

（銀色有功章は、20万円以上、金色有功章は、50万円以上） 

 

〇 取組内容 〇 

１．赤十字会員の普及 

日本赤十字社法第４条において「日本赤十字社は社員※をもって組織する」と明記されていると

おり、赤十字の目的に賛同し、運営に参画する会員こそが組織の基盤であり、会員から拠出される

会費が赤十字の事業財源となっています。そこで、地区・分区をはじめ、自治会、町内会、赤十字

奉仕団、有功会等関係者のご協力を得ながら、会員募集に積極的に取り組みます。 
 

※社員・・日本赤十字社定款において「会員をもって日本赤十字社法上の社員とする」明記されています。 

 

三重県支部支援者の定義 

 
名
称 

社法上の
社員の位
置づけ 

定  義 金 額 権 利 加入形態 籍の管理保管 

赤
十
字
活
動
資
金
協
力
者 

会
員 

社  員 
本社の目的に賛同し、活動を支援
し運営に参画する個人、法人 
(運営に参画する支援者) 

2,000円以上 
社法上の権
利を有する 

継続的加入 
支部において
社員籍を台帳
管理する 

協
力
会
員 社員以外

の支援者 

本社の目的に賛同し、活動を支援
する個人、法人又は団体 
(幅広い支援者) 

500 円 以 上
2,000円未満 

社法上の権
利を有しな
い 

単年度加入 

支部及び地区・
分区において
証憑として定
められた期間、
適切に保管す
る 

寄
付
者 

定義なし 
※例）匿名による資金協力継続性
のない資金協力現物寄贈など 

寄付者の金
額は問わな
い 

 

２．地区分区との協力体制の推進 

地域の実情に即した効果的な赤十字活動や広報等を展開していくためには、地区・分区との連携
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地域の活動資金募集の現状や問題点を的確に把握し、地区・分区との連携を強化する中で、地域に

合った活動資金募集の対応策を提案するなど、地区・分区における赤十字事業の推進を図ります。 

 

３．赤十字活動資金の確保対策 

赤十字事業の充実を図っていくためには、活動資金の安定的確保が不可欠ですが、近年、活動資
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す。そのため、赤十字運動に理解を示す企業・団体と連携し、会員の増強を図る必要がありま
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金募集額は逓減傾向にあります。 

このような状況を踏まえ、これまでの戸別訪問による活動資金募集を基本としつつ、口座振替や

クレジットカード決済といった非接触型寄付により、町内会・自治会未加入世帯や若年層に対する

アプロ－チを行うとともに、法人会員の獲得のため、ダイレクトメールの推進や、ロータリークラ

ブなどの団体との連携強化等を推進します。 

 

（１）自治会未加入世帯等に対する対応 

①ホームページへの記事掲載や、令和２年度に開設

した Twitterへの投稿など、Webツールを活用した

取り組みを行うことで、赤十字が身近に感じられ

るよう努めます。 

②新聞やフリーペーパーに赤十字の記事を掲載し、 

活動資金への寄付を呼びかけます。 

③寄付者の利便性を考慮した自動引き落としやインターネットを利用したクレジットカード決

済による非接触型の寄付方法を推進します。 

 

（２）赤十字会員に対して、赤十字情報を提供し活動資金への寄付を呼びかけます。 

 

（３）ダイレクトメールを活用した活動資金募集を重点的に強化し、赤十字事業への理解促進と新

たな赤十字会員の獲得を図ります。 

 

（４）有功会に対し、社屋の移転整備を契機とした活動資金協力を依頼するとともに、活動資金に

協力いただける企業の紹介を依頼します。 

 

（５）各団体の例会等で赤十字事業にかかる説明や講演を行い、会員企業に対し、社屋の移転整備

を契機とした活動資金協力を依頼します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ダイレクトメールによる寄付） 

（ホームページからの寄付） 
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４．令和４年度活動資金目標額 

寄付者の意識・考え方の変化、多種多様な NGOや NPOの台頭など、赤十字活動を支える活動資

金の募集を取り巻く環境は年々厳しくなっています。 

しかしながら、今後も、日本赤十字社が「人間のいのちと健康、尊厳を守る」という強い使命

をもって、時代と共に変化する社会の課題やニーズに柔軟に対応し、より多くの会員の理解・協

力を得ながら、更なる赤十字運動の推進を図る必要があります。 

令和４年度の活動資金目標額は、前年度と同額の２億 8,200万円と設定し、地区・分区及び自

治会など関係機関の理解と協力を得ながら目標額の確保に努めます。 

(単位:千円) 

区  分 令和４年度目標額 令和３年度目標額 対前年度 

地区分区扱い 249,045  249,273  ▲228 

支部扱い 32,955  32,727  228 

合  計 282,000  282,000  0 

 

５．遺贈・相続財産寄付の推進 

 近年、「自分が築いた財産を社会のために役立てたい」「故人の遺産を社会のために役立ててほ

しい」といった尊いお申し出が増えています。 

日本赤十字社は、このような尊い思いに応えるために遺贈・相続財産寄付の受け入れの推進を行

っています。 

（１）遺贈に関する協定を締結している株式会社百五銀行・

株式会社三十三銀行との連携を強化し、遺贈の円滑な実現

を推進します。 

 

（２）「遺贈・相続財産寄付のご案内パンフレット」を活用

し、税理士会、弁護士会、司法書士会、行政書士会、金融

機関等を通じた協力を呼びかけます。 

 

（３）遺贈・相続財産寄付に関心を持っていただいた方に対し、定期的な情報提供を行います。 

 

６．企業・団体等との連携強化 

一般社資募集額が人口減少等に伴い、逓減傾向にある状況で、法人会員の増強を図る必要があり

ます。社屋の移転整備を契機として、社会貢献活動の一環として赤十字運動に理解を示す企業・団

体等との連携をさらに強化します。 

 

（百五銀行との遺贈に関する協定式） 



34 
 

４．令和４年度活動資金目標額 

寄付者の意識・考え方の変化、多種多様な NGOや NPOの台頭など、赤十字活動を支える活動資

金の募集を取り巻く環境は年々厳しくなっています。 

しかしながら、今後も、日本赤十字社が「人間のいのちと健康、尊厳を守る」という強い使命

をもって、時代と共に変化する社会の課題やニーズに柔軟に対応し、より多くの会員の理解・協

力を得ながら、更なる赤十字運動の推進を図る必要があります。 

令和４年度の活動資金目標額は、前年度と同額の２億 8,200万円と設定し、地区・分区及び自

治会など関係機関の理解と協力を得ながら目標額の確保に努めます。 

(単位:千円) 

区  分 令和４年度目標額 令和３年度目標額 対前年度 

地区分区扱い 249,045  249,273  ▲228 

支部扱い 32,955  32,727  228 

合  計 282,000  282,000  0 

 

５．遺贈・相続財産寄付の推進 

 近年、「自分が築いた財産を社会のために役立てたい」「故人の遺産を社会のために役立ててほ

しい」といった尊いお申し出が増えています。 

日本赤十字社は、このような尊い思いに応えるために遺贈・相続財産寄付の受け入れの推進を行

っています。 

（１）遺贈に関する協定を締結している株式会社百五銀行・

株式会社三十三銀行との連携を強化し、遺贈の円滑な実現

を推進します。 

 

（２）「遺贈・相続財産寄付のご案内パンフレット」を活用

し、税理士会、弁護士会、司法書士会、行政書士会、金融

機関等を通じた協力を呼びかけます。 

 

（３）遺贈・相続財産寄付に関心を持っていただいた方に対し、定期的な情報提供を行います。 

 

６．企業・団体等との連携強化 

一般社資募集額が人口減少等に伴い、逓減傾向にある状況で、法人会員の増強を図る必要があり

ます。社屋の移転整備を契機として、社会貢献活動の一環として赤十字運動に理解を示す企業・団
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（百五銀行との遺贈に関する協定式） 
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７．有功会との連携強化 

有功会は、日本赤十字社の金色・銀色有功章受章者の有志の方々により組織され、赤十字活動を

支援する団体です。 

三重県支部は、社屋の移転整備を契機として、有功会との連携を強化します。さらに、活動内容

の充実等を通じて、会員はもとより、有功章を受章された未加入の方々への参加を求め、会の主目

的である「仲間づくり運動」を積極的に推進します。 

 

８．三重県支部社屋の移転整備を契機としての取り組み 

 令和５年度に計画されている社屋の移転整備、及び令和６年には三重県支部創立 135周年を迎え 

ることから、さらなる赤十字会員の増強と特別寄付の募集を実施します。 
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10.赤十字の普及と広報活動の推進～赤十字をもっと知っていただくために～ 

めざす姿 

 赤十字の理念や活動、さらに事業の根幹である赤十字会員の増強と活動資金の安定確保のため、

赤十字をより身近に知っていただくことに重点をおいたわかりやすい広報が展開されています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 赤十字運動月間や NHK海外たすけあいキャンペーン等は、マスメディアを活用した広報展開を

しています。より幅広い世代に赤十字への理解者や支援者の増加させるためには、積極的にマ

スメディアに赤十字活動の情報を提供し、メディアへの露出機会を増やす必要があります。 

 

■ 三重県支部が作成した「赤十字運動月間チラシ」、「日赤みえ」、さらに本社が作成した「赤

十字 NEWS」を赤十字会員や県民の皆さんに配付しています。それらの広報誌により赤十字事業

をより知っていただくことをめざしています。そのため、紙面の内容とデザインについて検討

する必要があります。 

 

■ 赤十字活動の推進や赤十字会員等の増強、さらに活動資金の安定確保のためには、赤十字運動

へのさらなる理解と共感が重要となります。とりわけ、地区・分区、自治会、町内会等に加え、

自治会未加入世帯や若年層に対する取り組みを強化することが重要です。そのため、ホームペ

ージや Twitterを活用し広報機能の充実強化を図る必要があります。 

 

■ 赤十字の活動は、それぞれの地域で実施されることから、赤十字と地域とのかかわりは密接な

つながりがあります。そのため、地区・分区等が主催する地域のイベントに積極的に参加し、

広報活動の強化を図る必要があります。 

 

■ 三重県支部では、施設の老朽化と災害時の拠点確保のために、社屋の整備が検討されています。

そこで、社屋整備を契機として県民に親しまれる社屋となるよう広く広報する必要がありま

す。 

〇 取組内容 〇 

１．赤十字運動月間等の広報 

（１）毎年５月は「赤十字運動月間」として全国一斉に会員増強運動を展開

します。キャンペーン期間中は、マスメディアの協力を得て、赤十字に関

連するイベント等が実施されます。三重県支部においても、地区・分区、

自治会、町内会等の協力に加え、各種広報活動を通して赤十字の理解者を

増やし、新たな支援につなげるよう努めます。 （赤十字運動月間チラシ） 
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（２）日本赤十字社と NHK は、毎年 12 月「NHK 海外たすけあいキャンペーン」を実施し、世

界各地で紛争、災害、病気などにより苦しんでいる人びとを支援する活動を行います。 
 
（３）マスメディアを活用した広報の強化 

  ①「赤十字会員増強運動月間」、「NHK海外たすけあいキャンペーン」等を通じて広報展開を

行います。 

  ②テレビ局・ケーブルテレビ・FM放送・新聞広告等のマスメディアを活用し広報展開を行いま

す。 

  ③県政記者クラブを通じて県内マスメディアへのニュースリリースを発信します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．広報誌等を活用した広報の強化 

赤十字会員や県民の皆さんに対し「赤十字運動月間チラシ」、「日赤みえ」、「赤十字 NEWS」等

を配布します。その広報活動により赤十字事業や活動資金の使途についての情報提供に努めます。

また、支部で作成する「赤十字運動月間チラシ」、「日赤みえ」については、わかりやすい広報を
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３．ホームページや SNSを活用した広報の強化 

 将来赤十字の支援者となり得る若年層をターゲットに、赤十字活動への関心を抱くようホームペ

ージや Twitterにより日々の赤十字活動を発信します。  

 

４．イベントを活用した広報の強化 

地区・分区等が開催する地域イベントに参加し、多くの参加者に赤十字の活動について周知し、

赤十字への理解や支援につながる取り組みを行います。 

（テレビ局からの取材） （津駅前での運動月間啓発活動） 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．三重県支部社屋の移転整備を契機としての取り組み 

（１）令和６年に日本赤十字社三重県支部創立 135周年を迎えることから、周年記念と絡めた広報

イベントを検討します。 

 

（２）社屋内に設置する情報展示コーナーや近隣の公園を活用した赤十字イベントを検討します。 

 

（３）同一敷地内のメリットを活かし血液センターとの赤十字イベントを計画するとともに連携し

た広報を検討します。 

 

（地域イベントブースへの出展） 
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11．事業実施体制等の推進 ～日赤の「めざす姿」を実現するためのしくみづくり、人づくり～ 

めざす姿 

長期ビジョンに示された事業展開を支えていく事業実施体制や仕組みの構築、職員の意識・社内風

土の醸成、さらに PDCA サイクルによる事業展開の精度向上を図ることで、長期ビジョンの達成に向

けた取り組みが推進されています。 

 

〇 現状と課題 〇 

■ 長期ビジョンや第一次中期事業計画の目標と連動した事業計画を策定します。また、より迅速

な経営判断、各事業における課題に対して限られた予算の中で、取り組みや事業の改善・進化

を図り、より効果的な事業の実施を行うとともに制度向上に努めます。 

また、事業計画等における各事業項目と予算を連動させ、事業の達成度の確認、適正な財務管

理を行う必要があります。 

 

■ 三様監査（監事及び監査委員による監査、監査法人等による会計監査、本社監査部門による内

部監査）を実施しています。会員や社会に対する説明責任をより一層果たすとともに、日本赤

十字社への理解と信頼性の向上を図る必要があります。 

 

■ 長期ビジョンの行動指針に掲げる「被支援者の側に立った想像力の発揮」と「選択と集中の徹

底」を基本姿勢として位置づけて職員へ浸透させるとともに、日本赤十字社を取り巻く環境や

置かれている現状を正確に理解し、必要な変革・転換・チャレンジに挑む職員の意識向上に取

り組む必要があります。 

  また、三施設で共通する人材育成計画（プラン）を明確にすることで、職員が将来の目標に向
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けて取り組むべき業務や将来像を具体化することにより、職員自身が業務遂行へのモチベーシ

ョンをアップさせるための制度を策定する必要があります。 

 

■ 職員一人ひとりが法令や社内規則の遵守を意識して行動するとともに、職員が働きやすい職場

環境を実現し、社会からの期待と信頼に応えていくため、コンプライアンス推進を図る必要が

あります。 

 

■ 現在、三重県支部が入居している合同ビルは建築後 54 年が経過しており、施設の老朽化が課

題となっています。現在の社屋では巨大地震による損壊の被害が回避できない可能性が高く、

大規模災害時に事業継続が極めて困難となる事態が予想されます。 

「日本赤十字社支部災害対策本部等標準体制要項」で、被災支部が設置する災害対策本部機

能、業務及び体制が標準化されたことにより、全国から参集してくる救護班等を三重県内の災

害時の拠点として受入れ、混乱なく災害救護活動が実施できるような受援体制の強化と災害

対応拠点の整備を図る必要があります。 

このような状況を踏まえ、三重県赤十字血液センターが今回、移転整備を行うのに合わせて、

三重県支部としても同一敷地内に支部社屋、災害救護支援センター、救護用物資倉庫、救護用

車両倉庫の移転整備を行う必要があります。 

 

〇 取組内容 〇 

１．PDCAの精度向上 

日本赤十字社を取り巻く環境や置かれている現状を正確に理解するとともに、既存事業の成果や

事業の達成度を事業計画や予算等と常に確認し、PDCAサイクルの精度向上を図ります。 

 

２．監査機能の強化 

（１）支部監査委員による監査の実施 

（２）監査法人等による会計監査の実施 

（３）本社監査部門による内部監査の実施 

（４）監査指摘事項への見直し・改善 

 

３．人材育成 

 日本赤十字社の職員として、赤十字の使命と自覚をもって、環境の変化や多様な社会ニーズに的

確に対応し、県民から寄せられる期待や信頼に応えて業務を執行できるよう、赤十字事業を担う人

材を育成する必要があります。 

また、職員の能力や適性に応じた人材育成計画（プラン）に対するガイドラインに沿い、職員の

将来の目標に向けてさまざまな業務を経験させ、次の階層に上がるための知識やスキルを身に付け
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ることができる制度を整え、職種や階層に応じて適切なタイミング、内容の研修を企画します。 

（１）人材育成計画（プラン）の策定 

人事交流推進委員会で三施設で共通した人材育成計画（プラン）を策定します。 

（２）階層別研修  

役職・職務階層に必要な知識習得や能力開発を目的に実施します。 

 ①新規採用職員研修 

 ②中堅職員研修 

 ③新任係長級職員研修 

 ④新任課長級職員研修 

（３）職能別・課題別研修 

階層・職種にとらわれず、特定のテーマや課題に関する知識を習得することを目的に実施しま

す。 

 

４．コンプライアンス推進に向けた取り組み 

 ハラスメント防止の職場風土が醸成され、事案が発生した際には、迅速かつ適切に対応できる状

態を目指し、ハラスメント対応の強化や、そのための適切な研修を実施します。 

 

５．災害対応能力の強化を図るための支部社屋の移転整備 

三重県支部としては、現有施設の老朽化に対応するとともに、災害時の拠点を早急に確保すると

いう観点から、三重県赤十字血液センターが令和５年度に津市内陸部への移転整備を行うのに合わ

せて、同一敷地内への社屋の移転整備を行います。 

施設は、大規模災害時には災害対応の拠点として、全国から参集する救護班等の要員の活動拠点、

資器材の補充等の機能を充実させた受援体制の整備を図る必要があります。 

また、平時から県民に開かれた施設としていくために、県民から愛され、親しまれる施設として

活用することを目指し、三重県、地区・分区等と連携し、県民等を対象とした、防災情報の発信や

防災・減災教育等の研修に活用します。 

（１）整備予定地 

  津市あのつ台「中勢北部サイエンスシティ」の区域内 

（２）規模 

①敷地面積：約 4,501㎡ 

②建  物：延床面積 約 1,361㎡ 

（３）移転整備内容 

支部社屋、災害救護支援センター、救護用物資倉庫、救護用車両倉庫 
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（４）整備のスケジュール 

  同一敷地内で整備計画が先行する三重県赤十字血液センターの移転整備にかかる工事の進捗

状況を踏まえ、できる限り連携を図りながら、令和５年度中の完成、業務開始を目指して整備を

進めていきます。 

令和４年度 用地取得、基本設計、工事施工 

令和５年度 工事、竣工 
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12．事業推進のための会議の開催 

１．評議員会の開催 

 赤十字関係３施設（支部、病院、センター）の事業計画・予算、事業報告・決算等について審議

するため、評議員会を年２回開催します。 

（１）第１回（令和４年６月） 

  ①令和３年度日本赤十字社三重県支部（支部・病院・センター）事業報告並びに、一般会計及

び医療施設特別会計歳入歳出決算等に関する件 

  ②その他重要な業務に関する件についての審議 

 

（２）第２回（令和５年２月） 

  ①令和５年度日本赤十字社三重県支部（支部・病院・センター）事業計画並びに、一般会計及

び医療施設特別会計歳入歳出予算等に関する件 

  ②その他重要な業務に関する件についての審議 

 

２．参与会議の開催 

支部の事業計画及び会員増強・活動資金の募集について、地区分区の連合自治会長等から意見を

聴取するために参与会議を開催します。 

（１）令和４年 12月 

 ①令和５年度日本赤十字社三重県支部の事業計画等に関する件 

 ②令和５年度会員増強・活動資金の募集運動について 

③その他重要な業務に関する件について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参与会議） 
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1３．令和４年度予算 

１．一般会計歳入歳出予算（日本赤十字社三重県支部） 

歳歳 入入
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

259,000

23,000

補補助助金金及及びび交交 付付金金 収収入入 2,460 1,100 1,360 2,460

繰繰 入入 金金 収収 入入 128,100 3,240 124,860 128,100

資資 産産 収収 入入 0 132 -132 0

2,971

20

前前 年年 度度 繰繰 越越 金金 27,337 23,868 3,469 27,337

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

歳歳 出出
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

21,505

災災 害害 救救 護護 事事 業業 費費 51,653 43,996 7,657 14,058

4,000

12,090

25,299

14,037

17,544

5,304

7,661

国国 際際 活活 動動 費費 1,601 1,751 -150 1,601

指指 定定 事事 業業 地地 方方 振振 興興 費費 4,000 4,000 0 4,000

地地 区区 分分 区区 交交 付付 金金 支支 出出 45,029 45,070 -41 45,029

16,934

12,677

19,275

0

6,489

238

33,851

677

資資産産取取得得及及びび資資産産管管理理費費 135,819 9,846 125,973 135,819

本本 社社 送送 納納 金金 支支 出出 40,500 40,500 0 40,500

予予 備備 費費 4,300 4,300 0 4,300

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

２２．．継継続続費費（（令令和和４４年年度度～～５５年年度度））

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

660,000 126,500 533,500 ― ―

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

社社 資資 収収 入入

社社 業業 振振 興興 費費 29,611 32,333 -2,722

社社 会会 活活 動動 費費

282,000 282,000 0
一 般 社 資 収 入

法 人 社 資 収 入

補 助 金 及 び 交 付 金 収 入

資 金 繰 入 金 収 入

資 産 収 入

雑雑 収収 入入 2,991 2,998 -7
負 担 金 収 入 等

雑 収 入

前 年 度 繰 越 金

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

災 害 救 護 指 導 事 業 費

災 害 救 護 装 備 費

非 常 災 害 救 援 物 資 整 備 費

救 護 看 護 師 指 導 養 成 費

救 急 法 等 普 及 費 等

奉 仕 団 活 動 費

青 少 年 赤 十 字 活 動 費

医 療 事 業 費

血 液 事 業 費

国 際 救 援 活 動 費

指 定 事 業 地 方 振 興 費

地 区 分 区 交 付 金 支 出

社 業 振 興 費

広 報 活 動 費

25,764 31,871 -6,107

災 害 等 資 金 積 立 金

施 設 整 備 準 備 資 金 積 立 金

退 職 給 与 資 金 特 別 会 計 積 立 金 支 出

監 査 費

資 産 取 得 及 び 資 産 管 理 費

本 社 送 納 金 支 出

予 備 費

事事　　　　業業　　　　名名 款／項目 総額
年　　割　　額

34,766 31,542 3,224

評 議 員 会 等 諸 費

総総 務務 管管 理理 費費 総 務 管 理 費

1,716

社社 屋屋 移移 転転 整整 備備
支部費/

資産所得及び資産管理費

69,845 68,129

積積 立立 金金 支支 出出
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（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

21,505

災災 害害 救救 護護 事事 業業 費費 51,653 43,996 7,657 14,058

4,000

12,090

25,299

14,037

17,544

5,304

7,661

国国 際際 活活 動動 費費 1,601 1,751 -150 1,601

指指 定定 事事 業業 地地 方方 振振 興興 費費 4,000 4,000 0 4,000

地地 区区 分分 区区 交交 付付 金金 支支 出出 45,029 45,070 -41 45,029

16,934

12,677

19,275

0

6,489

238

33,851

677

資資産産取取得得及及びび資資産産管管理理費費 135,819 9,846 125,973 135,819

本本 社社 送送 納納 金金 支支 出出 40,500 40,500 0 40,500

予予 備備 費費 4,300 4,300 0 4,300

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

２２．．継継続続費費（（令令和和４４年年度度～～５５年年度度））

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

660,000 126,500 533,500 ― ―

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

社社 資資 収収 入入

社社 業業 振振 興興 費費 29,611 32,333 -2,722

社社 会会 活活 動動 費費

282,000 282,000 0
一 般 社 資 収 入

法 人 社 資 収 入

補 助 金 及 び 交 付 金 収 入

資 金 繰 入 金 収 入

資 産 収 入

雑雑 収収 入入 2,991 2,998 -7
負 担 金 収 入 等

雑 収 入

前 年 度 繰 越 金

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

災 害 救 護 指 導 事 業 費

災 害 救 護 装 備 費

非 常 災 害 救 援 物 資 整 備 費

救 護 看 護 師 指 導 養 成 費

救 急 法 等 普 及 費 等

奉 仕 団 活 動 費

青 少 年 赤 十 字 活 動 費

医 療 事 業 費

血 液 事 業 費

国 際 救 援 活 動 費

指 定 事 業 地 方 振 興 費

地 区 分 区 交 付 金 支 出

社 業 振 興 費

広 報 活 動 費

25,764 31,871 -6,107

災 害 等 資 金 積 立 金

施 設 整 備 準 備 資 金 積 立 金

退 職 給 与 資 金 特 別 会 計 積 立 金 支 出

監 査 費

資 産 取 得 及 び 資 産 管 理 費

本 社 送 納 金 支 出

予 備 費

事事　　　　業業　　　　名名 款／項目 総額
年　　割　　額

34,766 31,542 3,224

評 議 員 会 等 諸 費

総総 務務 管管 理理 費費 総 務 管 理 費

1,716

社社 屋屋 移移 転転 整整 備備
支部費/

資産所得及び資産管理費

69,845 68,129

積積 立立 金金 支支 出出

歳歳 入入
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

259,000

23,000

補補助助金金及及びび交交付付金金収収入入 2,460 1,100 1,360 2,460

繰繰 入入 金金 収収 入入 128,100 3,240 124,860 128,100

資資 産産 収収 入入 0 132 -132 0

2,971

20

前前 年年 度度 繰繰 越越 金金 27,337 23,868 3,469 27,337

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

歳歳 出出
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

21,505

災災 害害 救救 護護 事事 業業 費費 51,653 43,996 7,657 14,058

4,000

12,090

25,299

14,037

17,544

5,304

7,661

国国 際際 活活 動動 費費 1,601 1,751 -150 1,601

指指 定定 事事 業業 地地 方方 振振 興興 費費 4,000 4,000 0 4,000

地地 区区 分分 区区 交交 付付 金金 支支 出出 45,029 45,070 -41 45,029

16,934

12,677

19,275

0

6,489

238

33,851

677

資資産産取取得得及及びび資資産産管管理理費費 135,819 9,846 125,973 135,819

本本 社社 送送 納納 金金 支支 出出 40,500 40,500 0 40,500

予予 備備 費費 4,300 4,300 0 4,300

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

２２．．継継続続費費（（令令和和４４年年度度～～５５年年度度））

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
千円 千円 千円 千円 千円

660,000 126,500 533,500 ― ―

1,716

社社 屋屋 移移 転転 整整 備備
支部費/

資産所得及び資産管理費

69,845 68,129

積積 立立 金金 支支 出出

監 査 費

資 産 取 得 及 び 資 産 管 理 費

本 社 送 納 金 支 出

予 備 費

事事　　　　業業　　　　名名 款／項目 総額
年　　割　　額

34,766 31,542 3,224

評 議 員 会 等 諸 費

総総 務務 管管 理理 費費 総 務 管 理 費

社 業 振 興 費

広 報 活 動 費

25,764 31,871 -6,107

災 害 等 資 金 積 立 金

施 設 整 備 準 備 資 金 積 立 金

退 職 給 与 資 金 特 別 会 計 積 立 金 支 出

医 療 事 業 費

血 液 事 業 費

国 際 救 援 活 動 費

指 定 事 業 地 方 振 興 費

地 区 分 区 交 付 金 支 出

非 常 災 害 救 援 物 資 整 備 費

救 護 看 護 師 指 導 養 成 費

救 急 法 等 普 及 費 等

奉 仕 団 活 動 費

青 少 年 赤 十 字 活 動 費

前 年 度 繰 越 金

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

災 害 救 護 指 導 事 業 費

災 害 救 護 装 備 費

雑雑 収収 入入 2,991 2,998 -7
負 担 金 収 入 等

雑 収 入

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

社社 資資 収収 入入

社社 業業 振振 興興 費費 29,611 32,333 -2,722

社社 会会 活活 動動 費費

282,000 282,000 0
一 般 社 資 収 入

法 人 社 資 収 入

補 助 金 及 び 交 付 金 収 入

資 金 繰 入 金 収 入

資 産 収 入
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1３．令和４年度予算 

１．一般会計歳入歳出予算（日本赤十字社三重県支部） 

歳歳 入入
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

259,000

23,000

補補助助金金及及びび交交 付付金金 収収入入 2,460 1,100 1,360 2,460

繰繰 入入 金金 収収 入入 128,100 3,240 124,860 128,100

資資 産産 収収 入入 0 132 -132 0

2,971

20

前前 年年 度度 繰繰 越越 金金 27,337 23,868 3,469 27,337

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

歳歳 出出
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

21,505

災災 害害 救救 護護 事事 業業 費費 51,653 43,996 7,657 14,058

4,000

12,090

25,299

14,037

17,544

5,304

7,661

国国 際際 活活 動動 費費 1,601 1,751 -150 1,601

指指 定定 事事 業業 地地 方方 振振 興興 費費 4,000 4,000 0 4,000

地地 区区 分分 区区 交交 付付 金金 支支 出出 45,029 45,070 -41 45,029

16,934

12,677

19,275

0

6,489

238

33,851

677

資資産産取取得得及及びび資資産産管管理理費費 135,819 9,846 125,973 135,819

本本 社社 送送 納納 金金 支支 出出 40,500 40,500 0 40,500

予予 備備 費費 4,300 4,300 0 4,300

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

２２．．継継続続費費（（令令和和４４年年度度～～５５年年度度））

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

660,000 126,500 533,500 ― ―

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

社社 資資 収収 入入

社社 業業 振振 興興 費費 29,611 32,333 -2,722

社社 会会 活活 動動 費費

282,000 282,000 0
一 般 社 資 収 入

法 人 社 資 収 入

補 助 金 及 び 交 付 金 収 入

資 金 繰 入 金 収 入

資 産 収 入

雑雑 収収 入入 2,991 2,998 -7
負 担 金 収 入 等

雑 収 入

前 年 度 繰 越 金

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

災 害 救 護 指 導 事 業 費

災 害 救 護 装 備 費

非 常 災 害 救 援 物 資 整 備 費

救 護 看 護 師 指 導 養 成 費

救 急 法 等 普 及 費 等

奉 仕 団 活 動 費

青 少 年 赤 十 字 活 動 費

医 療 事 業 費

血 液 事 業 費

国 際 救 援 活 動 費

指 定 事 業 地 方 振 興 費

地 区 分 区 交 付 金 支 出

社 業 振 興 費

広 報 活 動 費

25,764 31,871 -6,107

災 害 等 資 金 積 立 金

施 設 整 備 準 備 資 金 積 立 金

退 職 給 与 資 金 特 別 会 計 積 立 金 支 出

監 査 費

資 産 取 得 及 び 資 産 管 理 費

本 社 送 納 金 支 出

予 備 費

事事　　　　業業　　　　名名 款／項目 総額
年　　割　　額

34,766 31,542 3,224

評 議 員 会 等 諸 費

総総 務務 管管 理理 費費 総 務 管 理 費

1,716

社社 屋屋 移移 転転 整整 備備
支部費/

資産所得及び資産管理費

69,845 68,129

積積 立立 金金 支支 出出
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1３．令和４年度予算 

１．一般会計歳入歳出予算（日本赤十字社三重県支部） 

歳歳 入入
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

259,000

23,000

補補助助金金及及びび交交 付付金金 収収入入 2,460 1,100 1,360 2,460

繰繰 入入 金金 収収 入入 128,100 3,240 124,860 128,100

資資 産産 収収 入入 0 132 -132 0

2,971

20

前前 年年 度度 繰繰 越越 金金 27,337 23,868 3,469 27,337

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

歳歳 出出
４年度予算額 前年度予算額 比較増減

（A） （B） （A）-（B）

千円 千円 千円 千円

21,505

災災 害害 救救 護護 事事 業業 費費 51,653 43,996 7,657 14,058

4,000

12,090

25,299

14,037

17,544

5,304

7,661

国国 際際 活活 動動 費費 1,601 1,751 -150 1,601

指指 定定 事事 業業 地地 方方 振振 興興 費費 4,000 4,000 0 4,000

地地 区区 分分 区区 交交 付付 金金 支支 出出 45,029 45,070 -41 45,029

16,934

12,677

19,275

0

6,489

238

33,851

677

資資産産取取得得及及びび資資産産管管理理費費 135,819 9,846 125,973 135,819

本本 社社 送送 納納 金金 支支 出出 40,500 40,500 0 40,500

予予 備備 費費 4,300 4,300 0 4,300

計計 442,888 313,338 129,550 442,888

２２．．継継続続費費（（令令和和４４年年度度～～５５年年度度））

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

660,000 126,500 533,500 ― ―

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

社社 資資 収収 入入

社社 業業 振振 興興 費費 29,611 32,333 -2,722

社社 会会 活活 動動 費費

282,000 282,000 0
一 般 社 資 収 入

法 人 社 資 収 入

補 助 金 及 び 交 付 金 収 入

資 金 繰 入 金 収 入

資 産 収 入

雑雑 収収 入入 2,991 2,998 -7
負 担 金 収 入 等

雑 収 入

前 年 度 繰 越 金

科科　　　　　　　　目目 （A）の内訳

災 害 救 護 指 導 事 業 費

災 害 救 護 装 備 費

非 常 災 害 救 援 物 資 整 備 費

救 護 看 護 師 指 導 養 成 費

救 急 法 等 普 及 費 等

奉 仕 団 活 動 費

青 少 年 赤 十 字 活 動 費

医 療 事 業 費

血 液 事 業 費

国 際 救 援 活 動 費

指 定 事 業 地 方 振 興 費

地 区 分 区 交 付 金 支 出

社 業 振 興 費

広 報 活 動 費

25,764 31,871 -6,107

災 害 等 資 金 積 立 金

施 設 整 備 準 備 資 金 積 立 金

退 職 給 与 資 金 特 別 会 計 積 立 金 支 出

監 査 費

資 産 取 得 及 び 資 産 管 理 費

本 社 送 納 金 支 出

予 備 費

事事　　　　業業　　　　名名 款／項目 総額
年　　割　　額

34,766 31,542 3,224

評 議 員 会 等 諸 費

総総 務務 管管 理理 費費 総 務 管 理 費

1,716

社社 屋屋 移移 転転 整整 備備
支部費/

資産所得及び資産管理費

69,845 68,129

積積 立立 金金 支支 出出
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２．医療施設特別会計歳入歳出予算（伊勢赤十字病院） 

１　収益的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

 第1款　病 院 収 益

　第1項　医 業 収 益 24,140,293 23,429,644 710,649

　第2項　医業外収益 527,295 492,541 34,754

　第3項　医療社会事業収益 1,438 1,656 △ 218

　第4項　付帯事業収益 475,838 486,922 △ 11,084

　第5項　特 別 利 益 0 0 0

25,144,864 24,410,763 734,101

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費 用

　第1項　医 業 費 用 24,588,052 24,032,111 555,941 材料費・給与費・委託費・設備関係費・研究研修費・経費

　第2項　医業外費用 151,060 152,099 △ 1,039 支払利息・看護師等委託養成費・本部繰出金等

　第3項　医療奉仕費用 147,045 153,736 △ 6,691 医療社会事業費用・社会活動費

　第4項　付帯事業費用 565,947 530,096 35,851 老人保健施設費用

　第5項　特 別 損 失 104,882 7,026 97,856 固定資産除却損・固定資産売却損

　第6項　法 人 税 等 0 10,469 △ 10,469 法人税、住民税及び事業税負担額

　第7項　予　備　費 30,000 30,000 0

25,586,986 24,915,537 671,449

△ 442,122 千円

２　資本的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 収 入

　第1項　固　定　負　債 0 0 0

　第3項　その他資本収入 1,937,446 1,500,446 437,000

1,937,446 1,500,446 437,000

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費

　第1項　固　定　資　産 727,630 290,630 437,000

　第2項　借入金等償還 1,209,816 1,209,816 0

1,937,446 1,500,446 437,000

３　予算の積算基礎となる患者数

(単位:人・円)

令和4年度予算額 前年度予算 比較増減

年　  間 238,140 242,004 △ 3,864

1日平均 980 1,000 △ 20

 ※入院患者数 年　  間 189,060 187,815 1,245

(在院患者延数) 1日平均 518 515 3

外来診療単価 1日1人当たり 27,500 26,000 1,500

入院診療単価
（※による）

1日1人当たり 90,328 88,800 1,528
※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延数
にて算出

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延 数
にて算出

合　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

 収　 支 　差 　額　　　　

科　　　　　目

合　　　　　計

外来患者数

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

（Ａ）　の　内　訳

入院診療収益・外来診療収益・保健予防活動収益・受託検査収
益等
受取利息･補助金等収益･
その他の収入(不動産貸付収益・駐車場収益等)

老人保健施設収益
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２．医療施設特別会計歳入歳出予算（伊勢赤十字病院） 

１　収益的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

 第1款　病 院 収 益

　第1項　医 業 収 益 24,140,293 23,429,644 710,649

　第2項　医業外収益 527,295 492,541 34,754

　第3項　医療社会事業収益 1,438 1,656 △ 218

　第4項　付帯事業収益 475,838 486,922 △ 11,084

　第5項　特 別 利 益 0 0 0

25,144,864 24,410,763 734,101

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費 用

　第1項　医 業 費 用 24,588,052 24,032,111 555,941 材料費・給与費・委託費・設備関係費・研究研修費・経費

　第2項　医業外費用 151,060 152,099 △ 1,039 支払利息・看護師等委託養成費・本部繰出金等

　第3項　医療奉仕費用 147,045 153,736 △ 6,691 医療社会事業費用・社会活動費

　第4項　付帯事業費用 565,947 530,096 35,851 老人保健施設費用

　第5項　特 別 損 失 104,882 7,026 97,856 固定資産除却損・固定資産売却損

　第6項　法 人 税 等 0 10,469 △ 10,469 法人税、住民税及び事業税負担額

　第7項　予　備　費 30,000 30,000 0

25,586,986 24,915,537 671,449

△ 442,122 千円

２　資本的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 収 入

　第1項　固　定　負　債 0 0 0

　第3項　その他資本収入 1,937,446 1,500,446 437,000

1,937,446 1,500,446 437,000

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費

　第1項　固　定　資　産 727,630 290,630 437,000

　第2項　借入金等償還 1,209,816 1,209,816 0

1,937,446 1,500,446 437,000

３　予算の積算基礎となる患者数

(単位:人・円)

令和4年度予算額 前年度予算 比較増減

年　  間 238,140 242,004 △ 3,864

1日平均 980 1,000 △ 20

 ※入院患者数 年　  間 189,060 187,815 1,245

(在院患者延数) 1日平均 518 515 3

外来診療単価 1日1人当たり 27,500 26,000 1,500

入院診療単価
（※による）

1日1人当たり 90,328 88,800 1,528
※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延数
にて算出

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延 数
にて算出

合　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

 収　 支 　差 　額　　　　

科　　　　　目

合　　　　　計

外来患者数

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

（Ａ）　の　内　訳

入院診療収益・外来診療収益・保健予防活動収益・受託検査収
益等
受取利息･補助金等収益･
その他の収入(不動産貸付収益・駐車場収益等)

老人保健施設収益

１　収益的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

 第1款　病 院 収 益

　第1項　医 業 収 益 24,140,293 23,429,644 710,649

　第2項　医業外収益 527,295 492,541 34,754

　第3項　医療社会事業収益 1,438 1,656 △ 218

　第4項　付帯事業収益 475,838 486,922 △ 11,084

　第5項　特 別 利 益 0 0 0

25,144,864 24,410,763 734,101

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費 用

　第1項　医 業 費 用 24,588,052 24,032,111 555,941 材料費・給与費・委託費・設備関係費・研究研修費・経費

　第2項　医業外費用 151,060 152,099 △ 1,039 支払利息・看護師等委託養成費・本部繰出金等

　第3項　医療奉仕費用 147,045 153,736 △ 6,691 医療社会事業費用・社会活動費

　第4項　付帯事業費用 565,947 530,096 35,851 老人保健施設費用

　第5項　特 別 損 失 104,882 7,026 97,856 固定資産除却損・固定資産売却損

　第6項　法 人 税 等 0 10,469 △ 10,469 法人税、住民税及び事業税負担額

　第7項　予　備　費 30,000 30,000 0

25,586,986 24,915,537 671,449

△ 442,122 千円

２　資本的収入及び支出

(収　　　　入) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 収 入

　第1項　固　定　負　債 0 0 0

　第3項　その他資本収入 1,937,446 1,500,446 437,000

1,937,446 1,500,446 437,000

(支　　　　出) (単位:千円)

令和4年度予算額 前年度予算額 比較増減

 第1款　病 院 費

　第1項　固　定　資　産 727,630 290,630 437,000

　第2項　借入金等償還 1,209,816 1,209,816 0

1,937,446 1,500,446 437,000

３　予算の積算基礎となる患者数

(単位:人・円)

令和4年度予算額 前年度予算 比較増減

年　  間 238,140 242,004 △ 3,864

1日平均 980 1,000 △ 20

 ※入院患者数 年　  間 189,060 187,815 1,245

(在院患者延数) 1日平均 518 515 3

外来診療単価 1日1人当たり 27,500 26,000 1,500

入院診療単価
（※による）

1日1人当たり 90,328 88,800 1,528

（Ａ）　の　内　訳

入院診療収益・外来診療収益・保健予防活動収益・受託検査収益等

受取利息･補助金等収益･
その他の収入(不動産貸付収益・駐車場収益等)

老人保健施設収益

外来患者数

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

科　　　　　目

合　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

 収　 支 　差 　額　　　　

科　　　　　目

合　　　　　計

※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延数にて
算出

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

（Ａ）　の　内　訳

※令和2年度より、予算編成時の入院診療単価は在院患者延 数にて
算出
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